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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨・目的 

犯罪や非行をした者（以下「犯罪をした者等」という。）の中には、就労先や住居を確保で
きないまま矯正施設を出所する者がおり、また、高齢・障がい者、生活困窮者、非行 
少年などが再び罪を犯すといった事態があることから、再犯を防止するためには、社会復帰後、
地域社会で孤立させない息の長い支援を実施する必要があります。 
国は、平成28年12月に再犯の防止等の推進に関する法律「再犯の防止等の推進に関する法

律（以下、「法」という。）」を施行し、平成29年 12 月に「再犯防止推進計画」が策定されま
した。同法において、都道府県及び市町村は、国の計画を勘案して、再犯の防止等に関する施
策の推進に関する計画を定めるよう努めることとされており、鹿児島県では、平成 31 年３月
に「鹿児島県再犯防止推進計画」が策定されました。 
現在、国においては、令和５年３月策定の「第二次再犯防止推進計画」、鹿児島県において

は、令和６年３月策定の「第２次鹿児島県再犯防止推進計画」に基づき、各種施策が進められ

ています。 

 本市においても、関係団体との連携を深め、罪を犯した人や非行のある少年を地域社会から

排除・孤立させることなく、誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、「垂

水市再犯防止推進計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、法第８条第１項に定める地方再犯防止推進計画として策定するものです。 

また、「垂水市地域福祉計画」を上位計画とし、他の福祉に関する個別計画との連携を図り 

ます。 

 

３ 計画期間 

本計画は、始期を令和８年１月から令和12年度までとし、今後の社会情勢変化や国・県の 

見直し等を踏まえ、必要に応じ見直しを行います。 

 

第２章 犯罪情勢等 

１ 国内の刑法犯検挙者数中の再犯者数及び再犯者率の状況 

国内の刑法犯検挙者数は昨年に比べ増加し、再犯率は令和２年から、減少傾向にあります。 

年次 刑法犯検挙者数 再犯者数 再犯者率 

令和元年 192,607 93,967 48.8％ 

令和２年 182,582 89,667 49.1％ 

令和３年 175,041 85,032 48.6％ 

令和４年 169,409 81,183 47.9％ 

令和５年 183,269 86,099 47.0％ 

（令和６年版再犯防止推進白書より） 

※「再犯者」とは、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあ

り、再び検挙された者をいい、「再犯者率」は、刑法犯検挙者数に占める再犯者数の割合をいう。 
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２ 県内の刑法犯認知・検挙件数の状況 

令和６年の刑法犯認知・検挙件数は、認知件数7,366 件、検挙件数2,841 件となっており、

令和５年に比べて増加しています。 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

総数 
認知件数 4,641 5,113 6,721 7,366 

検挙件数 2,498 2,315 2,735 2,841 

凶悪犯 
認知件数 37 39 81 93 

検挙件数 34 24 59 66 

粗暴犯 
認知件数 362 376 566 613 

検挙件数 343 316 411 422 

窃盗犯 
認知件数 3,201 3,414 4,250 4,511 

検挙件数 1,730 1,529 1,707 1,711 

知能犯 
認知件数 149 278 514 848 

検挙件数 99 129 163 194 

風俗犯 
認知件数 53 69 151 210 

検挙件数 50 55 82 132 

その他の刑法犯 
認知件数 839 937 1,159 1,091 

検挙件数 242 262 313 316 

（鹿児島県警察ホームページより） 

 

３ 市内の刑法犯認知件数の状況 

市内の刑法犯認知件数は、令和５年は前年と同数でしたが、令和６年は１年に37件 

 増加となっています。 

 令和４年 令和５年 令和６年 

刑法犯認知件数 29 29 66 

 窃盗犯認知件数 23 17 52 

住宅対象侵入盗認知件数 2 0 2 

オートバイ盗認知件数 1 0 2 

自転車盗認知件数 2 3 5 

車上ねらい認知件数 2 2 3 

万引き認知件数 2 2 11 

（鹿児島県警察本部生活部生活安全企画課 市町村別の犯罪発生実態より） 

 ※重複する箇所があるため、刑法犯認知件数及び窃盗犯認知件数の合計は合致しません。 

 

４ 県内の薬物事犯検挙の状況 

令和６年の県内薬物事犯検挙の状況は、覚醒剤事犯及び大麻事犯においては昨年に比べ増加

しており、麻薬及び向精神薬事犯については減少しています。 
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 令和５年 令和６年 

人員 押収量 人員 押収量 

内訳 覚醒剤事犯 13 4.330g 

0錠 

27 8.193g 

0錠 

大麻事犯 39 1,004.507g 

0本 

48 1,395.125g 

102本 

麻薬及び 

向精神薬事犯 

４ 0g 

0錠 

３ 26.025g 

0錠 

（鹿児島県警察ホームページより） 

第３章 計画の基本方針 

１ 基本方針 

法第３条に規定された「基本理念」及び国・県の再犯防止推進計画の内容を踏まえ、 

本市の実情に応じた計画を策定し、だれもが安心して暮らせる社会の実現を目指し、関係機関・

団体等と連携を図りながら次の重点項目により再犯の防止等に関する取組を推進します。 

 

２ 重点項目 

犯罪をした者等の立ち直りを支援し、だれもが安心して暮らせる社会の実現に向け、次に掲

げる３つの取組を重点的に推進します。 

 

（１）広報・啓発活動の推進 

（２）就労・住居の確保 

（３）関係団体との連携強化及び行政・福祉サービスの提供 

 

第４章 市の取組について 

１ 広報・啓発活動の推進 

市民にとってなじみの薄かった再犯防止、または罪を犯した人々の社会復帰支援についての

理解を深めるため、市と関係団体が主体となり、市民に広報・啓発活動を推進します。 

 

（１）「社会を明るくする運動」強調月間における啓発活動 

７月は「社会を明るくする運動」の強調月間であり、肝属地区保護司会垂水支部と垂水高

等学校が合同で、街頭キャンペーンを実施します。 

 

（２）学校教育における啓発活動 

   学校・教育委員会・警察・児童相談所などの関係機関と連携し、非行を未然に防ぐ活動や

薬物に対する正しい知識を身につけるため、薬物乱用防止教室を実施します。 
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（３）内閣総理大臣メッセージ伝達式 

７月上旬に、肝属保護区保護司会の方々が市長を訪問し、内閣総理大臣のメッセージが伝

達されます。その際、保護司の日ごろの活動内容や現状の問題等について、市長と意見交換

も行います。 

 

（４）市広報誌やホームページ等による啓発 

７月の強調月間中に市広報誌やホームページに「社会を明るくする運動」についての記事

掲載や、役所庁舎内でのポスター掲示、市民館における横断幕等の掲示により、運動の周知

を図り、犯罪や非行のない明るい地域社会を目指すための啓発活動を行います。 

 

２ 就労・住居の確保 

仕事に就いていない者の再犯率や帰住先の確保されていない者の再犯率の高さ、期間の短さ

から、これらの対策を講じることが、再犯防止の上で重要となります。 

 

（１）就労の確保について 

軽犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした者たちの就労支援について、保護司、更生保護団

体、協力雇用主会、ハローワーク等関係団体と協力し、就労しやすい環境づくりを目指しま

す。 

 

（２）住居の確保について 

住居については、身元引受人、更生保護関係者、その他関係団体と連携して、住居の確

保に努めます。また、市営住宅の募集状況について、広報誌や市ホームページを活用し、

情報提供を行います。 

 

３ 関係団体との連携強化及び行政・福祉サービスの提供 

犯罪をした者等が再び罪を犯すことなく地域で安定した生活を送るためには、肝属保 

護区保護司会、警察、県地域生活定着支援センター、地域包括支援センター等各関係機関と

連携し、出所後の行政・福祉サービス等を受けることができるようにする必要があります。 

 

（１）保健医療・福祉サービス等の利用について 

保健医療・福祉サービスは、罪を犯した者等であるか否かにかかわらず、だれにでも提

供されます。支援が必要な人の状況に応じた適切な支援ができるよう、保護司、民生委

員・児童委員、地域包括支援センターなどと連携を図ります。 

 

（２）非行の防止について 

学校や警察、保護司などと連携して、非行の未然防止のための啓発活動等行います。 
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用語解説等 

 

○ 再犯防止推進白書 

平成28年12月に成立・施行された「再犯防止推進法」に基づき、法務省が国会に提出す

る年次報告書。再犯の防止等に関する施策について、これまで各府省庁が取り組んだ施策等

が掲載されています。 

 

○ 協力雇用主会 

  犯罪や非行をした者を雇用し、立ち直りを助ける民間の事業者の集まりです。雇用の対象

は、保護観察を終了した人です。 

 

○ 民生委員・児童委員 

  厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、ボランティアとして住民の立場に

立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々です。また、地域の子

供たちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心

配事などの相談・支援等も行います。 

 

○ 保護司 

  法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、地域社会の中でボランティアとし

て、罪を犯した者や非行に走った者たちの立ち直りの援助や、地域住民からの犯罪や非行の

予防に関する相談に応じ、必要な助言・指導を行うなど、更生保護においての重要な役割を

担っています。 

 

○ 地域包括支援センター 

  地域の高齢者とその家族が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を続けられるよ

うに支援する、垂水市の総合相談機関です。介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権

利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援など、高齢者に関する様々な悩みや心配ごと

に対して、ワンストップでサポートを行います。 

 

○ 社会を明るくする運動（社明運動） 

  すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした者たちの更生について理解を深

め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を

築くための全国的な運動です。 
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再犯の防止等の推進に関する法律（平成二十八年十二月十四日法律第百四号） 

  

 第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進す

ること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関

する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再

犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再犯の防止等に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で

安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年（非行のある

少年をいう。以下同じ。）若しくは非行少年であった者をいう。 

２ この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと

（非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐこ

とを含む。）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと及び

住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあ

ることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を

得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより、犯罪をした者等が円滑に社

会に復帰することができるようにすることを旨として、講ぜられるものとする。 

２ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、その特性に応じ、矯正施設（刑務所、

少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。）に収容されている間のみな

らず、社会に復帰した後も途切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるよう、矯正

施設における適切な収容及び処遇のための施策と職業及び住居の確保に係る支援をはじめと

する円滑な社会復帰のための施策との有機的な連携を図りつつ、関係行政機関の相互の密接

な連携の下に、総合的に講ぜられるものとする。 

３ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害

者等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰のために努力することが、再犯の防止等に重

要であるとの認識の下に、講ぜられるものとする。 

４ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、再犯の防止等に関する各般の施策の

有効性等に関する調査研究の成果等を踏まえ、効果的に講ぜられるものとする。 
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（国等の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、再犯の防止

等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏

まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

 

（連携、情報の提供等） 

第五条 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に

連携を図らなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に

関する活動を行う民間の団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保に努めなければなら

ない。 

３ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に

関する活動を行う民間の団体その他の関係者に対して必要な情報を適切に提供するものとす

る。 

４ 再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者は、前項の規定により提供を

受けた犯罪をした者等の個人情報その他の犯罪をした者等の個人情報を適切に取り扱わなけ

ればならない。 

 

（再犯防止啓発月間） 

第六条 国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間

を設ける。 

２ 再犯防止啓発月間は、七月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努め

なければならない。 

 

（再犯防止推進計画） 

第七条 政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防

止等に関する施策の推進に関する計画（以下「再犯防止推進計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 

二 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実に関する事項 

三 犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サ

ービスの利用に係る支援に関する事項 

四 矯正施設における収容及び処遇並びに保護観察に関する体制その他の関係機関における

体制の整備に関する事項 

五 その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項 

３ 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
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４ 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機

関の長と協議しなければならない。 

５ 法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、再犯防止推進計

画を公表しなければならない。 

６ 政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要があると認めると

きは、これを変更しなければならない。 

７ 第三項から第五項までの規定は、再犯防止推進計画の変更について準用する。 

 

（地方再犯防止推進計画） 

第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村にお

ける再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進計

画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表するよう努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第十条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

 

第二章 基本的施策 

第一節 国の施策 

 

（特性に応じた指導及び支援等） 

第十一条 国は、犯罪をした者等に対する指導及び支援については、矯正施設内及び社会内を

通じ、指導及び支援の内容に応じ、犯罪をした者等の犯罪又は非行の内容、犯罪及び非行の

経歴その他の経歴、性格、年齢、心身の状況、家庭環境、交友関係、経済的な状況その他の

特性を踏まえて行うものとする。 

２ 国は、犯罪をした者等に対する指導については、犯罪の責任等の自覚及び被害者等の心情

の理解を促すとともに、円滑な社会復帰に資するものとなるように留意しなければならな

い。 

 

（就労の支援） 

第十二条 国は、犯罪をした者等が自立した生活を営むことができるよう、その就労を支援す

るため、犯罪をした者等に対し、その勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技能を

習得させる作業の矯正施設における実施、矯正施設内及び社会内を通じた職業に関する免許
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又は資格の取得を目的とする訓練その他の効果的な職業訓練等の実施、就職のあっせん並び

に就労及びその継続に関する相談及び助言等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（非行少年等に対する支援） 

第十三条 国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び非行少年で

あった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助ける

ため、少年院、少年鑑別所、保護観察所等の関係機関と学校、家庭、地域社会及び民間の団

体等が連携した指導及び支援、それらの者の能力に応じた教育を受けられるようにするため

の教育上必要な支援等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（就業の機会の確保等） 

第十四条 国は、国を当事者の一方とする契約で国以外の者のする工事の完成若しくは作業そ

の他の役務の給付又は物品の納入に対し国が対価の支払をすべきものを締結するに当たって

予算の適正な使用に留意しつつ協力雇用主（犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力する

ことを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主をいう。第二十

三条において同じ。）の受注の機会の増大を図るよう配慮すること、犯罪をした者等の国によ

る雇用の推進その他犯罪をした者等の就業の機会の確保及び就業の継続を図るために必要な

施策を講ずるものとする。 

 

（住居の確保等） 

第十五条 国は、犯罪をした者等のうち適切な住居、食事その他の健全な社会生活を営むため

に必要な手段を確保することができないことによりその改善更生が妨げられるおそれのある

者の自立を支援するため、その自助の責任を踏まえつつ、宿泊場所の供与、食事の提供等必

要な施策を講ずるとともに、犯罪をした者等が地域において生活を営むための住居を確保す

ることを支援するため、公営住宅（公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第

二号に規定する公営住宅をいう。）への入居における犯罪をした者等への特別の配慮等必要な

施策を講ずるものとする。 

 

（更生保護施設に対する援助） 

第十六条 国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、更生保護

施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第十七条 国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での

困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業

務を行う関係機関における体制の整備及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、

当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずる

ものとする。 
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（関係機関における体制の整備等） 

第十八条 国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における

体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必

要な施策を講ずるものとする。 

 

（再犯防止関係施設の整備） 

第十九条 国は、再犯防止関係施設（矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を実施する施

設をいう。以下この条において同じ。）が再犯の防止等に関する施策の推進のための重要な基

盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整備を推進するために必要な施策を講ずるものと

する。 

 

（情報の共有、検証、調査研究の推進等） 

第二十条 国は、再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう、関係機関が保有す

る再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防止等に関する施策の実施状況及びその効果

を検証し、並びに犯罪をした者等の再犯の防止等を図る上で効果的な処遇の在り方等に関す

る調査及び研究を推進するとともに、それらの結果等を踏まえて再犯の防止等に関する施策

の在り方について検討する等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（社会内における適切な指導及び支援） 

第二十一条 国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが

再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又

は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内において指導及び支援を早期かつ効

果的に受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。 

 

（国民の理解の増進及び表彰） 

第二十二条 国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協

力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。 

 

（民間の団体等に対する援助） 

第二十三条 国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防止等に関す

る活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講ずるものとする。 

 

第二節 地方公共団体の施策 

第二十四条 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の

状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 


